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令和８年６月５日 

各地区薬剤師会会長 殿 

公益社団法人福岡県薬剤師会 

常務理事 中原 学  

 

令和８年度農薬危害防止運動の実施について 

 

平素より本会会務に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。  

さて、標記の件につきまして、福岡県教育庁教育振興部体育スポーツ健康課よ

り別添のとおり連絡がありましたのでお知らせいたします。 

なお、県体育スポーツ健康課より各市町村（学校組合）教育委員会教育長及び

各県立学校長へ通知されております。 

つきましては、農薬の適正な保管管理等の徹底及び農薬に関する正しい知識

の普及など、学校における指導等についてご協力いただきますようお願い申し

上げます。 

ご多忙中恐れ入りますが、貴会関係者へのご周知のほどよろしくお願いいた

します。 

 

記 

 

【別添】８教体第６２０号_令和８年度農薬危害防止運動の実施について 

以 上 

 



公印省略 

                        ８教体第６２０号 

                        令和８年５月２８日 

 

 

 公益社団法人福岡県薬剤師会長 殿 

 

 

                    福岡県教育委員会教育長 

 

 

 

令和８年度農薬危害防止運動の実施について 

 

 学校における農薬等の適正な保管管理等につきましては、御指導及び御協

力をいただき感謝申し上げます。 

標記について、別添のとおり各市町村（学校組合）教育委員会教育長及び

各県立学校長宛て通知しました。 

 ついては、農薬の適正な保管管理等の徹底及び農薬に関する正しい知識の

普及など、学校における指導等について御協力をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【担当】  

福岡県教育庁教育振興部体育スポーツ健康課 

保健給食係 蒲池 

TEL:092-643-3922 FAX:092-643-3926 

 

 

 



公印省略 

                        ８教体第６２０号 

                        令和８年５月２８日 

 

 

 各県立学校長 殿 

 

 

             教育庁教育振興部体育スポーツ健康課長 

 

 

 

令和８年度農薬危害防止運動の実施について 

 

 このことについて、文部科学省総合教育政策局長から通知がありましたの

で、お知らせします。 

 ついては、別添「農薬危害防止運動実施要綱」を御確認の上、学校周辺住

民や児童生徒等の健康被害を防止するため、農薬の適正使用等について適切

な対応をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【担当】  

教育庁教育振興部体育スポーツ健康課 

保健給食係 蒲池 

TEL:092-643-3922 FAX:092-643-3926 

 

 

㊢ 



公印省略 

                        ８教体第６２０号 

                        令和８年５月２８日 

 

 

各市町村（学校組合）教育委員会教育長 殿 

（指定都市を除く。） 

 

 

                    福岡県教育委員会教育長 

 

 

 

令和８年度農薬危害防止運動の実施について 

 

 このことについて、別添のとおり文部科学省総合教育政策局長から通知が

ありましたので、お知らせします。 

 ついては、別添「農薬危害防止運動実施要綱」を御確認の上、貴管内の学

校に対し、学校周辺住民や児童生徒等の健康被害を防止するため、農薬の適

正使用等について適切な指導をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【担当】  

福岡県教育庁教育振興部体育スポーツ健康課 

保健給食係 蒲池 

TEL:092-643-3922 FAX:092-643-3926 

 

㊢ 



 

８文科教第４４６号 
令和８年５月２６日 

 
各 都 道 府 県 教 育 委 員 会 教 育 長 
各 指 定 都 市 教 育 委 員 会 教 育 長 
各 都 道 府 県 知 事 
各 指 定 都 市 市 長 
各 構 造 改 革 特 別 区 域 法 第 １ ２ 条 第 １ 項 
の 認 定 を 受 け た 地 方 公 共 団 体 の 長 
各 国 公 私 立 大 学 長 
各  国  公 立 大 学 法 人 の 理 事 長 
大 学 を 設 置 す る 各 学 校 法 人 の 理 事 長 
大学を設置する各学校設置会社の代表取締役 
大学又は高等専門学校を設置する各地方公共団体の長 
各 国 公 私 立 高 等 専 門 学 校 長 
独立行政法人国立高等専門学校機構理事長 
放 送 大 学 学 園 理 事 長 
厚 生 労 働 省 社 会 ・ 援 護 局 長 
厚 生 労 働 省 医 政 局 長 

殿 

 
文部科学省総合教育政策局長 

塩 見  み づ 枝 
（公印省略） 

 
 

令和８年度農薬危害防止運動の実施について（依頼） 
 
 
標記について、厚生労働省医薬局長、農林水産省消費・安全局長及び環境省水・大気
環境局長から、別添のとおり依頼がありました。 
ついては、別添通知及び別紙「農薬危害防止運動実施要綱」を御確認の上、農薬の安

全かつ適正な使用の推進に御協力くださいますようお願いします。 
特に、学校等において農薬が使用される場合には、散布した農薬の飛散による住民、

子供等の健康被害を防止するため、「住宅地等における農薬使用について」（平成 25年４
月 26日付け 25消安第 175号・環水大土発第 1304261号農林水産省消費・安全局長、環
境省水・大気環境局長通知）に基づき農薬が適正に使用されるよう、施設管理担当者並
びに教育関係機関に対し、改めて周知・指導をお願いします。 
 
 

（本件担当） 
文部科学省総合教育政策局 
健康教育・食育課保健管理係 
TEL：03-6734-2976（直通） 



別添
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